合同就職面接会機能拡充事業 業務委託仕様書（案）

１　目的
　毎年、神奈川労働局・ハローワークと共催で、市内企業等を中心に合同就職面接会（以下、面接会とする）を開催しているが、この面接会の認知度を高めることによって参加者数の増加を図り、また参加者への個別支援により面接回数を高め、求人企業および求職者双方の希望にあった、ミスマッチの少ない就労を促進する。
具体的には、参加者に向けた個別カウンセリングをとおして、求人情報や職業訓練校の紹介、次に実施する面接会の案内など、個々の事情に合わせたサービスの提供などを行っていく。
また、Web広告などやセミナーを活用した広報の強化を行い、面接会参加者の増加につなげていく。就職決定後は、継続的なフォローによる定着支援を行い、孤独・孤立への予防を図っていく。
　
２　履行期間
　　契約締結日から令和８年３月31日まで

３　履行場所
　　各面接会会場（横浜市内）。また継続した支援については、オンラインや電話を中心に対応
する。オンラインや電話対応については、受注者の用意する場所にて実施すること。Webで情報掲載する場合は、受注者の用意する場所にて実施するか、横浜市の就職応援ポータルサイト「ハマワーク」経由で行うこと。ハマワーク使用の際は、受託者が作成した事業概要および定期的に更新された情報をPDFなどで作成し、ハマワークへリンクを掲載することとする。
　※「ハマワーク～就職応援ポータルサイト～」
　　　https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/hamawork.html

４　委託業務の概要
（1） 面接会参加者増加のための広報業務
（2） 就職支援セミナーなどの面接会対策業務
（3） 面接会参加検討者への個別支援業務
（4） 定着および継続支援業務
（5） 市内地域別中小規模面接会の開催支援業務

５　委託業務の内容
（1） 面接会参加者増加のための広報業務
　　ア　対象面接会（予定）
　　(ｱ)  10月中旬　若年層向け就活フェア　80社参加
（午前10時45分～12時45分、午後２時45分～４時45分開催）
　　 （ｲ） 10月下旬　一般向け合同就職面接会　40社参加
（午前10時～12時、午後２時～４時開催）
　　　(ｳ)　２月下旬　一般向け合同就職面接会　40社参加
（午前10時～12時、午後２時～４時開催）

  　　(ｴ)　時期未定　地域別中小規模面接会　5社程度参加
　　　　　　　　　　（開催回数は1回程度を想定。開催時間は未定）
イ　実施内容
　　　　対象面接会がターゲットとする来場者の特性や、参加企業の希望に着目した広報により、面接会参加者数の拡大を目指す。例えば、若年層へはSNSを活用、専門的な経験者に対しては関連HPへ掲載するなどし、ターゲットへ向けた情報を届けること。また、面接会参加への広報だけではなく、本個別就職支援サービスの提供が可能であることや、事前のセミナーを開催する場合は併せて告知すること。
(2)  就職支援セミナーなどの面接会対策業務
    ア　対象者
　　    面接会参加の広報にて告知した、事前セミナーなどに受講を希望する者
　　イ　実施内容
　　　　（１）で告知する面接会の特色に合わせて、面接会参加を促進または面接での自信を深められるような事前セミナーや模擬面接会等を実施する。またはWeb上に同様のコンテンツを準備し、求職者が効果的に活用できる仕組みを構築すること。
　　ウ　開催場所
　　　　オンラインまたは面接会会場。面接会会場で実施の際は、当日面接会の前もしくは開催中の時間の実施とし、詳細については事前に委託者と協議の上確定すること。　　 
(3)  面接会参加検討者への個別支援業務
　　ア　対象者
原則、横浜市内在住・在勤・在学で就職を希望する18歳以上で、当該面接会に参加を検討している者、または広報を見て個別支援を希望した者。
　　イ　実施内容
　　　　面接会に参加を検討している求職者に対し、本サービスの詳細をお知らせし、支援希望
者に対しカウンセリングを行い、就職に向け下記のような個別支援を行っていく。
(ｱ) 面接会参加者に対しては、当日面接会会場にて個別支援を行い、本人の希望に沿った求人企業への面接参加を促し、面接回数の増加を図る。
(ｲ) 面接会を活用し企業を比較検討したい求職者には、合同面接会の活用方法（企業の選
び方、自己PR方法など）を助言し、次の面接会につなげる。また、本人の希望に沿っ
た内容であれば、横浜市以外が開催する面接会の案内をする。
(ｳ) 希望している業種、職種など本人の希望が定まっている求職者については、業界の情
報や採用したい人物像などお伝えし、個別企業や業界への就職を支援する。
(ｴ) 面接会という接点だけではなく、就業体験などで企業を深く理解したうえで就職を目
指したい求職者には、インターンシップなどを提案する。
(ｵ) 希望している職種へ就職を目指すためスキルアップが必要である求職者には、ハローワークを通じて職業訓練校を紹介する。
ウ　対応方法
(1)  対象面接会会場での直接のカウンセリング
(2)  面接会場以外での対応
・オンラインを基本として、必要であれば電話・メールでも対応すること。
・より幅広い層への支援を可能とするため、平日の日中以外にも対応時間を設定すること。
・専用窓口及び専用電話回線（フリーダイヤル）を設置するとともに、専用メールアド　
レスの開設及びWEBでの受付等、就労支援に関する問合せや相談受付等に対応できる体制とすること。
・Webからの受付窓口は、受注者の用意する場所にて実施するか、横浜市の「ハマワー
ク」ページとすること。
(4)　定着および継続支援業務
ア　実施内容
　　　　支援者が就職決定後も、定期的に就業状況の確認などの定着および継続支援を行っていく。早期に退職をしてしまった場合についても、次の就職に向け継続して支援を行い、孤独・孤立の予防を図ること。
イ　対応方法
　　　　メールで状況確認を行い、必要であればオンラインでのカウンセリングを行うこと。
[bookmark: _GoBack]（5） 市内地域別中小規模面接会の開催支援業務
ア　実施内容
　　　　市内各所のハローワーク等と連携した、それぞれの地域事情に沿った中小規模の面接
会などのイベント開催支援および参加者への個別就職支援を行う。
イ　対応方法
　　　　市内ハローワーク各所と会場の確保や参加者への広報などで連携し、参加者への個別
支援を行う。（地元企業の募集はハローワークが担い、開催場所は地域の公共施設を利用
予定）
 (6)　事業の広報、関係機関との連携業務
　　ア　ウェブサイトを独自で制作・運営する場合は、以下の項目を遵守し、受託者が制作・運営・管理を行うこと。   
さらに、委託者の求めにより、ウェブアクセシビリティ対応に関する試験実施及びウ
ェブサイトでの公開や脆弱性への対策等にも直ちに対応すること。
　　 (ｱ)　ウェブアクセシビリティ
　　　　　「横浜市ウェブサイトウェブアクセシビリティ方針」に基づき、JIS X 8341-3：2016の等級AAに準拠し、横浜市の「ＷＥＢページ作成基準」に基づくこと。ページの追加や更新が行われる際でもJIS X 8341-3：2016の等級AAが維持できるような内容とすること。
　　 (ｲ)　使用ドメイン名
　　　　　委託者が指定する横浜市のサブドメイン(〇〇.city.yokohama.lg.jp) (仮)を使用すること。使用するサブドメインの取得は委託者が行い、委託者から受託者へ通知する。
　　 (ｳ)　ウェブサイト全体のHTTPS化
　　　　　ウェブサーバー上で公開するウェブサイトの全てのページを、HTTPS通信により暗号化（SSL/TLS暗号化）して配信すること。なお、サーバー証明書については受託者が準備する。（Ｘサーバーは使用不可）
　　 (ｴ)　サイバー攻撃のリスクに対応するため、以下の対策を実施し、その対策が実施可能な体制を整備・維持すること。
　　　　　　 ａ　常に、脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を入手し、リスクの大きさに応
じて適切に対応すること。
　　　　 　　ｂ　情報システム等に脆弱性があり、当該脆弱性を利用したサイバー攻撃が実際
に行われていることが判明した場合、当該サイバー攻撃を防止する措置を直ち
に講じること。
　　　　　　 　　なお、WAF（Web Application Firewall） や仮想パッチ等、脆弱性を利用し
た攻撃を防ぐ仕組みによる対策も可とする。
　　　　     ｃ ウェブサイト運営にかかわるID、パスワードが漏えいしたとしても、インタ
ーネットを経由した不特定多数からの不正アクセスが生じえない対策を講じる
こと。
　　イ　求職者及びインターンシップ受入企業等向けの広報用配架物を定期的に作成し、横浜市内就労支援機関や横浜市ＰＲボックス等へ配布・補充すること。配架先及び配架部数については、委託者と協議の上、決定するものとする。
　　ウ　就職支援における潜在層の掘り起しに向けて、紙媒体の地域情報誌や折込広告、ＷＥＢ広告、ＳＮＳ等を活用し事業の周知を図ること。
　　エ　各プログラム利用者に対する就職支援を充実させるため、横浜市就職サポートセンター総合チラシやポスターのほか、５(3)（4）（5）の対象者向けの案内チラシ等を委託者と協議の上それぞれ作成し、関係機関へ配架するほか、関連団体等と連携した情報発信などを行うこと。なお、チラシやポスターのデザインは、可能な限り委託者に数種類の案を提示し、委託者と協議の上、決定するものとする。
　　オ　その他年間の広報計画について、広報媒体に本事業の概要を掲載するなど、求職者や求人企業に対し年間を通して幅広く事業の周知ができるよう、委託者と協議の上、効果的な広報手法・回数で実施すること。

６　付帯業務
 (1)　就労支援機関との連絡調整及び本市就労イベント等への参加
　　　市の求めにより就労支援機関との連絡調整や本市就労イベント等での出張相談及び会議等へ出席し、本事業の広報及び連携の強化を図ること。
(2)　視察等への対応
　　　本事業の説明や視察対応等について、希望する就労支援機関等に対して行い、市へ報告すること。
 (3)　市が実施する事業との連携及び協力
　　　横浜市中央職業訓練校及び横浜市中小企業人材確保支援事業等本市が行う事業との連携及び協力を行うこと。

７　業務報告書等の作成
 (1)　業務報告書（月報）
　　ア　受託者は、毎月の履行状況について、翌月10日を目途にとりまとめ、履行結果に対する分析を行った上で業務報告書を作成し、本市へ提出すること。項目については、本市と協議の上決定すること。
　　イ　履行状況等の共有のため、毎月本市と定例報告会を開催すること。
 (2)　業務完了報告書（年報）
　　　受託者は、令和８年３月31日（火）までに、履行結果に対する分析を踏まえた業務完了報告書を作成し、本市へ提出すること。
　　ア　提出物
　　 (ｱ)　冊子（Ａ４版　簡易製本）　　３冊
　　 (ｲ)　電子データ：ＵＳＢメモリに記録したもの　 １式
　　 (ｳ)　その他業務関連資料(電子データ及び紙データ)   １式
　　イ　記載事項
　　　　報告書には、事業実績のほか事業の効果及び課題等をまとめること。報告書の作成にあたっては、求職者や協力企業等に対し、相談・アンケートその他の方法により、事業の効果が測定できるよう調査するものとする。
　　ウ　前項ア及びイに定めるもののほか、本市が必要と認める場合には、運営業務の状況報告等の求めに応じること。
（3） 実施効果の測定・分析等
　　　効果測定にあたり、以下の項目を実施すること。
　　ア　事業目標数の設定　
(1) 個別相談実績数　年間90人以上
(2) 就業決定者数 　　年間60人以上　
(3) 他機関へのつなぎも含む進路決定者数　年間80人以上
(4) 就職後の継続支援人数（就職開始から３カ月後）年間60人以上
　
　　イ　相談記録の管理
　　　　個別支援者を利用した求職者においては、登録を行うこと。登録に際しては、技能・就労経験等を把握すること。また、個別相談の相談分野や他に利用している就労支援機関、就職を希望する業種・職種などを相談票に記録し、相談の経過等が分かるように管理し、求職者の属性分析（性別、年齢、就業中であるか否か、最終学歴等）を行うこと。
　　ウ　追跡調査
　　　　求職者の就職決定状況（求人情報の取得方法、企業名、就労先の業種・職種・雇用形態・
就労場所、入社日等）の追跡調査についても記録し、分析に努めること。
　　エ　業務の改善提案
　　　　事業を実施する中で把握した市内求職者の動向や市内中小企業等の労働市場を調査・分析し、次回の面接会の実施に向けて、実施結果を踏まえた改善提案を行うこと。

８　事業実施にあたっての留意点
 (1)　支援についての留意点
　　ア　事業の実施にあたっては、常に本市職員と連携を図ること。また、詳細事項及び内容について疑義が生じた場合、並びに業務上重要な事項の選定については、あらかじめ本市と打合せを行い、その指示又は承認を受けること。
　　　　その他、仕様書に定めのない事項については、本市と協議すること。
　　イ　求職者に対して、本事業の趣旨等について十分に説明を行うこと。また、求職者と企業
との間の雇用契約締結に関しても、適宜必要なアドバイス等を行うこと。
　　ウ　求職者や協力企業への相談・アンケート等を踏まえ、必要に応じて支援メニューを見直すなど、それぞれのニーズに合った効果的な就労支援に努めること。
　　エ　災害・感染症など、不測の事態により当初の予定通りに業務を実施することが困難となった場合の事業継続の内容・手法については、市と協議の上対応すること。
(2)　本市以外からの報酬等の受領
　　　本事業は、本市から受託者へ支払う委託料のみで実施すること。
　　　本事業に関して、本市以外の者から報酬又は必要な経費等を受け取ることはできない。 (3)　業務実施体制
　　　ア　受託者は、契約締結後、速やかに本事業の実施体制及びスケジュールを作成し、市の承認を得ること。あわせて、総括責任者を含め、本事業に従事する者の構成及び勤務形態等を記した名簿を提出すること。実施体制は、キャリアカウンセラー有資格者など、市民からの多様で幅広いニーズに応えられる人員を配置すること。
　　　イ　緊急を要する事案が発生した場合に速やかに対応できるよう、緊急時の管理体制についても併せて整えること。
　　　ウ　業務に際して、インターネット回線を設置し、PC設備機材、電話機、コピー機等を準備するとともに、通信費用を負担すること。なお、障害発生時等にも円滑な対応ができるようにすること。また、受託者事業遂行に必要な備品を準備すること。
 (4)　関係法令の遵守
　　　労働関係その他の法令及び本市契約関係規定等を遵守し、関係法令等の趣旨に沿った業務の実施を図ること。
 (5)　個人情報取り扱い
　　ア　本事業のために収集し提供を受けた個人情報は、受託者が実施している他の事業等に流用しないこと。
　　　　また、本事業利用者の個人情報は、委託期間終了後速やかに廃棄し、電子媒体については安全・確実に消去するものとし、紙媒体、電子媒体等のその形態を問わず、個人情報を継続して保有しないものとする。また、確実に個人情報を廃棄したことを示すため、個人情報廃棄証明書を提出すること。
　　イ　応募書類等に個人情報を目的以外に利用・提供しないことを明記し、その旨を求職者に説明すること。ただし、事業を実施する上で、本市の指示により、第三者への個人情報の提供及び第三者からの個人情報の入手が必要となった場合、求職者本人の同意を得た上で、提供及び取得を行うこと。
　　ウ　「個人情報取扱特記事項」「電子機器処理等の契約に関する情報取扱特記事項」並びに関係法令等を遵守すること。
　　エ　その他、本仕様書に明記されておらず、業務上生じた疑義については、本市と協議の上、対応すること。
 (6)　再委託
　　　委託契約約款第６条に基づき、本事業の一部を契約者以外の第三者に委託する場合には、書面により本市の承諾を得ること。それが本事業を提案した際のグループの一員であっても、本市の承諾が必要になるので注意すること。
（7） 事業の引継ぎ
　　　委託契約期間終了後に、本市が類似の事業を実施し、受託者が変更される際には、本契約期間中に事業の引継ぎに積極的に協力すること。
　
９　委託料の支払い
　　「業務完了報告書」の提出後、本市で検査した後に支払うものとする。
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